
1

相殺関税措置の活用に向けた取組について
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相殺関税措置の活用に向けた課題と対応の方向性（令和３年８月30日）

⚫ 産業構造審議会 特殊貿易措置小委員会において、日本におけるCVD措置の活用に向けた課題
と対応の方向性について議論し、令和３年8月30日に提言をとりまとめ。

⚫ 提言においては、以下の課題と対応の方向性が示されたところ。

補助金相殺関税措置の活用に向けた課題と対応の方向性（提言の概要）
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課
題

1. 他国の補助金情報の入手
が困難

2. 相手国からの報復の懸念
3. CVD措置に対する企業の
認知度不足

対
応
の
方
向
性

○調査対象とすべき補助金の絞り
込み

・米国やＥＵにおける過去の発動
事例のリストアップ
・ＣＶＤ申請に必要な情報に係る
申請書アウトライン

○官民での情報共有の推進
・産業界への積極的な情報提供
・個別案件の初期の段階から、事
前相談を通じてきめ細かく対応
・CVD申請の相談窓口の整備・体
制強化

○企業自らリスク分析を実施
・報復対象となりうる補助金、輸出
品はあるか、企業自らサプライ
チェーンを分析することが重要

○他国との連携
・輸出国政府や産業界との様々な
対話チャネルの維持
・国際的に協力して報復に対抗す
るための、他国との連携の強化

○企業へのアウトリーチ活動の推
進

・セミナーやニューズレター、HPによ
る情報発信を強化
・産業界との積極的なコミュニケ－
ションを実施

○国民全体に向けた政策的意義
（※）の発信

（※）国内生産拠点の維持を通じた国民生
活の安全の確保、通商ルールの執行を通じた
国際的な法の支配への貢献 等
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相殺関税措置の活用に向けた取組について①

課
題

1. 他国の補助金情報の入手が困難

対
応
の
方
向
性

○調査対象とすべき補助金の絞り込み
・米国やＥＵにおける過去の発動事例のリストアップ
・ＣＶＤ申請に必要な情報に係る申請書アウトラインの作成

○官民での情報共有の推進
・産業界への積極的な情報提供
・個別案件の初期の段階から、事前相談を通じてきめ細かく対応
・CVD申請の相談窓口の整備・体制強化

現状と今後の方向性

【現状】
・他国のＣＶＤ調査において認定された、補助金プログラムをリスト化。
・ＣＶＤ措置の申請のためのアウトラインを作成。

【今後の方向性】
・今夏も貿易救済措置制度の普及啓発を目的とした国内企業向けセミナーを開催予定。
当該セミナーにおいて、上記補助金プログラムリストや申請書アウトラインについて発信する。
・他国の調査で認定された補助金プログラムの分析を進める。



4

相殺関税措置の活用に向けた取組について②
課
題

2. 相手国からの報復の懸念

対
応
の
方
向
性

○企業自らリスク分析を実施
・報復対象となりうる補助金、輸出品はあるか、企業自らサプライチェーンを分析することが重要。

○他国との連携
・輸出国政府や産業界との様々な対話チャネルの維持
・国際的に協力して報復に対抗するための、他国との連携の強化

課
題

3. CVD措置に対する企業の認知度不足

対
応
の
方
向
性

○企業へのアウトリーチ活動の推進
・セミナーやニューズレター、HPによる情報発信を強化
・産業界との積極的なコミュニケ－ションを実施

○国民全体に向けた政策的意義の発信

【現状】
・貿易救済措置の発動に当たっては事前に担当原課等とは緊密に連携。
・不公正貿易報告書や「貿易と関税」等様々な媒体を通じて、CVD活用に向けたメッセージを発信するなど、広報を強化。

【今後の方向性】
・今夏も貿易救済措置制度の普及啓発を目的とした国内企業向けセミナーを開催予定（再掲）。
当該セミナーにおいて、企業のリスク分析の必要性等についても、改めて発信する。
・ニューズレターの配信頻度を増加するとともに、ビジネス層をターゲットとした広報の強化を行う。
・他国の発動事例の紹介の拡充などＨＰの整備を行う。
・輸出国だけでなく他国ともさらに連携し、情報共有しながら対応していく。

現状と今後の方向性
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今後の進め方

⚫ 昨年８月の提言（新たな貿易問題に対応するための補助金相殺関税措置の活用に
向けた課題と対応の方向性）においては、グローバルなサプライチェーンを前提とした
経済社会の実態に対し、従来の貿易救済措置のルール執行のあり方では対応できな
いような問題への対応策の検討が必要とされていたところ。

⚫ このため、有識者による研究会を開催し、課題の整理と今後の取組の方向性について
議論を行うことで、 CVD措置の活用に向けた具体的な検討を実施する。

参考：新たな貿易問題に対応するための相殺関税措置の活用に向けた課題と対応の方向性＜抜粋＞
グローバルな課題に対応した国際的な産業構造の変化により、従来の貿易救済措置のルール執行のあり方では対応できないような問題

が出てくる中で、補助金に関する情報共有、ひいては貿易救済措置の同時発動など、各国との連携がより一層、重要となっており、また、
新たな課題に対してどのように貿易救済措置を活用できる形にしていくかが、今後の課題であり、さらなる検討が必要である。

参加者（案）：
①通商法の国内学識経験者、実務家
②産業界 ③諸外国（米国、EU等）における実務家

議論のテーマ（案）：（１）補助金の特定及び分析の手法について
（２）上流補助金へのＣＶＤ適用可能性について

スケジュール（案）
８月 頃～ 研究会を開催



（参考）令和3年度貿易救済セミナー(国内)

⚫ 2021年9月2日に「令和3年度貿易救済セミナー」をオンラインで開催。

⚫ 300名近くの参加者を得て、AD/CVD措置の概要と効果をわかりやすく解説したほか、
通商法の専門家や産業界の通商担当者を招いて、通商をめぐる世界の動きにも触れつ
つ「なぜいま貿易救済措置を活用していくべきなのか」について議論。

セミナー動画は経済産業省のYouTubeチャンネルにて公開中：
https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/boekikanri/trade-remedy/seminar/index.html
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https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/boekikanri/trade-remedy/seminar/index.html
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（参考）令和３年度国際貿易救済セミナー

⚫ 2021年9月28日に「令和3年度国際貿易救済セミナー」をオンラインで開催。米国・
EU・豪州・ブラジル及びWTO事務局の貿易救済措置担当部局の幹部を招いて、最
新の貿易救済措置の調査・発動状況について意見交換を実施。

セミナー動画は経済産業省のYouTubeチャンネルにて公開中：
https://www.youtube.com/watch?v=yDRpwc9bd-s

https://www.youtube.com/watch?v=yDRpwc9bd-s
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（参考）CVD申請書アウトライン（概要）

⚫ ＣＶＤは、これまでの発動事例が１件であり、申請にあたり、どのような情報が必要な
のかというイメージを持ってもらうことが難しい。

⚫ このため、申請を検討する際に必要な情報のイメージを持ってもらうため、ＣＶＤ申請書
アウトラインを作成。

⚫ 個別の相談があった際にＣＶＤ申請書アウトラインを活用し、具体的な検討につなげる
とともに、今年度の国内セミナーにおいても紹介予定。

参考：新たな貿易問題に対応するための相殺関税措置の活用に向けた課題と対応の方向性＜抜粋＞
申請段階で、膨大な補助金から調査対象とすべき補助金に当たりをつけるための手法の構築が必要である。例えば米国やEUの過去の発

動事例における補助金をリストアップすることや、WTOへの補助金通報や報道ベースで情報を得ることも有効と考えられる。これらに加
え、産業界内での積極的な情報共有、OECD等のレポートからどの産業にどのような補助金が流れているかを情報収集することも有効で
ある。こうした情報を経済産業省から産業界に積極的に提供していくとともに、CVD申請に必要な情報についてのガイダンスを示すなど、
個別案件の事前の相談についても相談の初期の段階からきめ細かく対応し、具体的な品目、補助金の絞り込みに向けて業界・企業と一体
となって対応していくことが重要である。

＜ＣＶＤ申請書アウトラインの内容＞
低利融資のケースを例として、CVD申請書形式で、 申請に必要な主な要素である
・当該融資が政府によるものといえること（中央政府による直接・間接の株式保有等）
・利益が生じていること（当該融資の利率と市場の利率との差）
・特定性を有すること（対象産品の輸出を当該融資の条件の一つとしている）
についての記載例を提示。


